
確認書 
 

あなたは、地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しませんか。  

 

 該当しない     ・   該当する 

 

地方公務員法第１６条（欠格条項） 

①拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

②尼崎市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第６０条から第６３条ま

でに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

あなたは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の

防止等のための措置に関する法律第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当

者に該当しませんか。 

 

該当しない   ・   該当する 

 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

関する法律第２条第８項 

①特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言

渡しを受けた者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予

者」という。）を除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から起算して２０年を経過しないもの 

②特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当

該裁判が確定した日から起算して１０年を経過しないもの 

③特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から起算して１０年を経過しないもの 

 

                    年   月   日 

                      

                        氏  名            

                        生年月日     年  月  日 


